
2024年度 主な規程改定について（馬場馬術） 
 
 
第 4編 馬場馬術競技 
 
第 418条 競技前のウォームアップ 
 
◆3. 「テンミニッツアリーナ」 → 適用しない 
 
◆7. 審査に関わるすべての運動課目の実施については馬場馬術審査マニュアルを併読すること。 
 
↑上記項目を追加。馬場馬術審査マニュアルについては、下記リンクより原文「FEI Dressage 
Judging Manual」をご参照ください（※4月中に翻訳版を日馬連サイトに掲載予定） 
＊リンク 
FEI Dressage Rules | FEI 
https://inside.fei.org/fei/disc/dressage/rules 
 
第 431条 服装 
 
◆2.3暑い天候の場合 → シャツは襟、袖付きとし、色は自由であるが柄のないものとする 
 
◆拍車の着用について 

対象課目 新 旧 

FEI制定課目 任意 必須 

JEF制定課目（第３課目以上） 任意 必須 

 
 
第 434条 馬装－装具 
 
◆馬装―装具 
日馬連ウェブサイトで公開されている『馬具、装具および服装の使用に関する FEI 馬場馬術ガイド
ライン』も参照のこと。 
  ↓ 
FEI馬具、装具および服装に関するデータベース、あるいは FEI TackAppも参照のこと。 
 
＊リンク 
FEI Tack, Equipment & Dress（馬具、装具および服装に関するデータベース） 
https://tack.fei.org/ 
FEI TackApp on the App Store (FEI競技における馬具の使用不可を確認することができるアプリ) 
https://apps.apple.com/ch/app/fei-tackapp/id6448122736?l=en 
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◆大小勒・水勒の使用について

対象課目 新 旧 

FEIインターⅡ 
FEIインターⅠ 
FEIインターⅠ自由演技 
FEIセントジョージ賞典 
JEF自由演技国体 

大小勒 可 必須 

水勒 可 不可 

第 439条 馬のスクーリング 

◆1．全日本馬場 PartⅠおよび全日本馬場 PartⅡの選手権競技は、入厩後の選手以外の騎乗を禁止
する。また、全日本ジュニア馬場の U30競技、ヤングライダー選手権競技は、競技当日のみ選手
以外の騎乗を禁止する。（JEF）
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